
陳情第２号　富士宮南原太陽光発電所新設事業の中止と
撤退及び富士宮市内の太陽光発電事業に関する陳情書 陳情は不採択
【陳情内容の概略】ポイントは、大きく分けて２つ。
・事業者と自治会の間で締結された協定書の撤廃や、行政手続きの差し戻し。
・抑制区域を拡大するための条例や要綱改正、パネル放置対策の提案審議や継続的な調査。

環境厚生委員会

　今回、陳情の審査を担当したのは、環境厚生委員会です。
　まず、陳情者から陳情内容の趣旨説明があり、陳情者は都合により退席しました。
　当局からの意見として、これまで行ってきた太陽光発電事業に対する政策的な取組及び、南原
太陽光発電事業所新設事業の行政手続の状況について説明を受けました。
　本来、地域との協定書の締結は必要ないが、それを丁寧に結んでいることや、許認可手続を適
切に行っていることから、出席委員全員が不採択とすべきと判断しました。
　しかし、太陽光発電事業に様々な問題があることも事実であることから、国に対して意見書等
を提出していくことが、議会としてできることではないかという意見がありました。

【賛否が分かれた議案】										          　〇は賛成。×は反対。
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陳情第２号　富士宮南原太陽光発電所新設事業
の中止と撤退及び富士宮市内の太陽光発電事業
に関する陳情書

〇 ※ × × × × × × × × × × × × × × 欠
席 × × × × × １ 19
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※　議長…議長は表決に加わりません。ただし、賛成、反対が同数の時は議長が決定します。

不採択 賛成１人　反対19人　　
賛成討論　近藤　千鶴 議員

　地域との同意形成が不十分、雨水処理の変更による不安、事業者倒産時の責任の所
在も不透明です。４万筆超のオンライン署名は、富士山の美しい風景と清らかな水の
保全を願う全国からの願いと受け止めるべきです。市民の声を丁寧に受け止め、慎重
な姿勢を示す事が求められています。

　本陳情は社会の決まりを守り行う事業に対して中止を求めるものです。議会がどの
ような権限で社会のルールを守った事業に反対できるのでしょうか。もしそのような
判断をするならば多くの市民に説明できない状況になるのではないでしょうか。よっ
て本陳情には反対せざるを得ません。

反対討論　辻村　岳瑠 議員

　本陳情の事業者はコンプライアンスに抵触しておらず、地域住民に配慮なく勝手に
事業を進めているわけでもないことから採択することは難しい。議会として、国に太
陽光パネルの適切な廃棄についての意見書を提出していくべき。議会としてもこの事
業を注視していかなければならない。

反対討論　稲葉　晃司 議員
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11月定例会の議決結果


